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特定施設入居者生活介護

重要事項説明書

株式会社スーパー・コート

介護付有料老人ホーム

スーパー・コート大東

最終ページにご署名・ご捺印をお願いします
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様式第1号

1事業主体概要

重要事項説明書

記入年月日 2025年 2月 1日

記入者名 上野 唯

所属・職名 スーパー・コー ト大東 施設長

2有料老人本―ム事業の概要

(住まいの概要 )

(特定施設入居者生活介護の指定 )

名称
(ふ りがな)かぶしきがいしやす―ぱ―

。こ―と

株式会社スーパー・コー ト

法人番号 9120001044281

主たる事務所の所在地
T  550-0005

大阪府大阪市西区西本町 1丁 目7番7号

連絡先

電話番号/FAX番 号 06-6543-2291/06-6543-9004

メールア ドレス

ホームページア ドレス www supercourtio

代表者 (職名/氏名 ) 代表取締役 / 山本 晃嘉

設立年月日 平成  7年 5月 19日

主な実施事業
※別添 1(別に実施する介護サービスー覧表)
有料老人ホームの設置運営、不動産の賃貸

。管理 保有及ひ運用

名称

(ふ りがな)す―ぱ―・こ―とだいとう

スーパー・コー ト大東

届出・登録の区分 有料老人ホーム設置時の老人福祉法第 29条第 1項に規定する届出

有料老人ホームの類型 介護付 (一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合)

所在地
〒 574-0033

大阪府大東市扇町13番 1号

主な利用交通手段 」R学研都市線 「住道駅」より徒歩5分 約550m

連絡先

電話番号 072-873-4850

FAX番 号 072-873-4860

メールア ドレス な し

ホームページア ドレス http:/′ / WWW Supercour十 10

管理者 (職名/氏名 ) 施設長 / 上野 唯

有料老人ホーム事業開始日

/届 出受理日・登録日 (登
録番号 )

平成  18年 8月 1日 /

特定施設入居者生活介護

介護保険事業者番号
2771901036 所管している自治体名 大阪府

再定施設入居者生活介護

指定日・指定の更新 日

(直近 )

芋旨質三日 定の更新 日 (直近 )

介護予防
特定施設入居者生活介護

介護保険事業者番号
2771901036 所管 している自治体名 大阪府

介護子防
特定施設 ア、唇音生活介護

指定日・指定力電新日 (直近 )

指定日 指定の更新 日 (直近 )



3建物概要

土 地

権利形態 賃借権 抵当権 あ り 契約の自動更新 あ り

賃貸借契約の期間 平成  18年 8月 1日 令和   18年 7月 31日

面積 1,426.9  ポ

建物

権利形態 賃借権 抵当権 あ り 契約の自動更新 あ り

賃貸借契約の期間 平成  18年 8月 1日 令和   18年 7月 31日

延床面積 2,348.7 ポ (う ち有料老人ホーム部分 708,9   ri)

竣工日 平成  17年 12月 15口 用途区分 有料老人ホーム

耐火構造 耐火建築物 その他の場合

構造
以 肋 ‐t/ク ツ~

卜 告ヽ
その他の場合

階数 4階    (地 上 4階、地階 階 )

サ高住に登録 している場合、登録基準への適合性

居室の

状況

総戸数 一戸 届出又は登録 (指定)を した室数 70室 (70室 )

部屋タイプ トイ レ 洗面 浴 室 台所 収 納 面積 室教
備考 (部屋タイブ、
相部屋の定員数等)

介護居室個室 O ○ × × × 16.06ぽ 14 1人部屋

介護居室値l室 ○ ○ × × × 16.64ポ 56 1人部屋

共用施設

共用 トイ レ 7ヶ 所
うち男女別の対応が可能な トイレ Oヶ 所

うち車椅子等の対応が可能な トイレ    7ヶ 所

共用浴室 個室 lヶ 所 大浴場 lヶ 所

共用浴室における
介護浴槽

機械浴 lヶ 所
チ ェ

アー浴
lヶ所 その他

食堂 2ヶ 所 面積   1426 N 入居者や家族が利
用できる調理設備

な し

機能訓練室 4ヶ 所 面積   241 〆

エ レベーター あり (ス トレッチャー対応 ) lヶ 所

廊 下 中廊下   1.8m   片廊下   18m

汚物処理室 4ヶ 所

緊急通報装置
居室   あ り トイレ あり 浴室  あ り 脱衣室 あり

通報先 事務室 通報先から居室までの到着予定時間  1～ 3分

その他 談話室・健康管理室

消防用

設備等

消火器 あ り 自動火災報知設備 あり 火災通報設備   あり

スプリンクラー
なしの場合
(改善予定時期 )

防火管理者 あ り 消防計画 あ り 避難訓練の年間回募   2回



4サ ービスの内容

(全体の方針 )

運営に関する方針

サービスの提供内容に関する特色

サービスの種類 提供形態 委託業者名等

入浴、排せつ又は食事の介護 自ら実施

食事の提供 委託 株式会社 塩梅

調理、洗濯、掃除等の家事の 自ら実施

健康管理の支援 (供与 ) 自ら実施

況把握・生活相談サービス 自ら実施

提供内容

サ高住の場合、常駐する者

サービスの 毎 日1 、居 に

否確認・状況把握 (声掛け)を行 う。
・生活相談サービスの内容 :日 中、随時受け付けており、相

談内容が専門的な場合、専門機関等を紹介する。

健康診断の定期検診
委託 協力医療機関に委託

提供方法 年2回の機会提供

利用者の個別的な選択によるサービス
2 ― ム ス付き 宅 が

提供するサービスの一覧表 )

虐待防止

1こ る て で

す。
②従業者に対し、虐待防止研修を実施している。

③入居者及び家族等に苦情解決体制を整備している。

①職員会議で、定期的に虐待防止の為の啓発・周知等を行つ

ている
から虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合

は、速やかに市町村に通報する。

身徳的拘束

性 H寺′陛) イこB召 ら

止として

し、緊急や む
、三原
を得ず

、その
身 体拘束 を

・ ‐)F
行う場

入居 者 の 身 体状 況 に応 じて 方法 期間 (最長で

由 オ/ 記月 ) を定 め そ れ らを含む 入 居者 の 状 況 行 理1 ケ

録す る また ご家族等 へ説 明 を行 し 同 ′冒、
圭 を し ただ く

(継続 して 行 9 場合 イよ概 ね 1 ケ 月 毎 I イ〒9

②経過観 察及び記録を行 9

間 に 1 回 以 上 ケ ス 検討会議等 を開催 し 入 居 者 の 状

態 身体拘束等 の 廃 止 及 び改
差 取組 等 t つ し て 検討す る

①年1回以上、身体拘束廃止委員

拘束等の廃止に取り組む。
を開催 し 施設 全体 で 身 体



(介護サービスの内容)

入居 活 lア )加

対象となるサービスの体制の
範

特定施設サービス計画及び介護
予防特定施設サービス計画等の

作成

①計画作成担当者は、指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定施設入居者
生活介護の提供開始前に、入居者の意向や心身の状況等アセスメント等を行い、援
助の目標に応じて具体的なサービス内容、サービス提供期間等を記載した特定施設
サービス計画書・介護予防特定施設サービス計画 (以下、「計画」という。)を作
成する。
②計画の作成にあたつては、多様なサービスの提供及びボl用 に努め、入居者及び家
族等に対して、その内容を理解しやすいよう説明し、同意を得たうえで交付するも
のとする。
③計画に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月 に1回は、入居者の状況
やサービスの提供状況について、計画作成担当者に辛R告するな
①計画に記載しているサービス提供期間が終了するまでに、少なくとも1回は、計

画の実施状況の把握 (「モニタリング」という=)を行うじ
O計画作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行う。

日

常

生

活

上
の

世

話

食事の提供及び介助
食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行いますこ
また聴下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行いますじ

入浴の提供及び介ロノも
自ら入浴が困難な利用者に対し、1週間に2回以上、入浴 (全身浴・部分浴)の介助
や清拭 (身体を拭く)、 洗髪などを行います。

排泄介助 介助が必要な利用者に対して、 トイレ誘導、排泄の介助やおむつ交換を行いますじ

更衣介二カ 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。

移動 。移乗介助 あ り
介助が必要な利用者に対 して、室内の移動、車いすへの移乗
の介助を行います .

服薬介助 あ り
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の

お手伝い、服薬の確認を行いますt

機

育ヒ

副1

練

日常生活動作を通 じた訓練
利用者の能力に応 じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通 じた訓

練を行います→

レクリエーションを通 じた訓練
利用者の能力 tこ応じて、集団的に行 うレクリエーションや歌唱、体操などを通 じた

訓練を行いますこ

器具等を使用 した訓練 あ り
利用者の能力に応 じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づ

き、器械・器具等を使用した訓練を行いますぅ

ンフ

σ)

他

創作活動など あ り
利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応 した創作活動等の場

を提供します j

健康管理
常に利用者σ)健康状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じま

す。

施設の利用 |こ 当たっての留意事項

・外出又は外泊 しようとするときは、その都度外出外泊先、用件、施設へ帰着する

予定日時などを管理者に届出ることぅ
。身上に関する重要な事項に変更が生したときは、速やかに管理者に届出る二と◆
・ ケンカ、口論、泥酔等により、その他、他人 |こ迷惑をかけないこと!
・施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害 しないこと、

その他運営に関する重要事項
サービス向上σ)ため、職員に対し、初任者、人権、身体拘束、虐待、感染症、食中
毒、事故対応、認知症ケア、介護技術等の研修を実施している!

短期利用特定施設入居者生活介

護の提供
な し

l区別機能訓練加算 (1) あ り

夜間看護体制加算 あ り

協力医療機関連携加
算_(来 )_

な し

あ り看取 り介護加算 (正 )

認知症専門ケア加算 な し

サービス提供体制強

化力日算
(Ш ) あ り

介護職員処遇改善加

算
(I) あ り

入居継続支援加算 な し

生活機能向上連携力B
算

を受けている場合、 な し



あ り

口1空衛生管理体制加算 (※ 2) し

口腔・栄養鬼クリーニング加算 し

退院 う退所時連携加算 あ り

退層 H孝憎韓速携熟箪 な し

ADL維持等加算 な し

学的介護推進体制加算 あ り

な し

新雲感染症等施設療養警 し

な し

(介護・

3: 1 以上
人員配置が手厚い介護サービス

の実施



事業所名称
(ふ りがな)

主たる事務所の所在地

事務者名
(ふ りがな)

併設内容

(併設している高齢者居宅生活支援事業者)

【併設している高齢者居宅生活支援事業者がない場合は省略】

(連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者)

【連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者の提供を行つていない場合は省略】

(医療連携の内容)※治察費は自己負担

事業所名称
(ふ りがな)

主たる事務所の所在地

事務者名
(ふ りがな)

連携内容

医療支援
救急車の手配

その地の場合

協力医療機関

名称 医療法人嘉健会 思温病院

住所 〒5570034 大阪市西成区松 1丁 目1番 31号

診療科目 内科、外科、整形外科、総合診療科、泌尿器科、救急

協力科目 上記全て

協力内容
卜回談対万蘇を行 身体制を常時確保

な し

診療 の求 めが あ った場 合にわ 七ヽ て

診療″行う体許を常時確保
な し

名称 医療法人思温会 思温第ニクリニック

住所 〒53100H 大阪市淀川区西中島7120第 1スエヒロビル4階

診療科目 内科

協力科目 内科

協力内容

づ与`

相談対席〔を行 )体制を常時確保
な し

診療を行 う体制を吉時確保
な し

名弥

住所

協力歯科医療機関

名称 志紀ファミリー歯科

住所 〒58卜0031 大阪府人尾市志紀町310



(入居後に居室を住み替える場合)【住み替えを行つていない場合は省略】

(入居に関する要件 )

入居後に居室を住み替える場合
その他の場合

判断基準の内容

手続の内容

追加的費用の有無 追加費用

居室利用権の取扱い

前払金償去「の調整の有無 調整後の内塔

従前の居室との仕様の変更

面積の増減 変更の内容

便所の変更 変更の内容

浴室の変更 変更の内容

洗面所の変更 変更の内容

台所の変更 変更の内容

その他の変更 変更の内容

入居対象となる者 要支援、要介護

留意事項

瞥鴛蟹磨そ赤亀憲必要とされる方 (要支援 1,2・ 要介護 1～ 5の 方)

利用料のお支払いが可能な方

含摺絶尖蘭姪降と詈傷峰除猛把合言七曇異皇森が判断できる方
雫筆髪告企簑雪てな原毎⊂各衆警薯?督晃窃受兼連帯保証人・親族含む)
:彙亮占喬潔写角昇

ある方
・刺青のある方

契約の解除の内容

①入居者が死亡したとき (入居者が2名 の場合は両者とも死亡したとき)

②事業者からの契約解除条項に基づき解除を通告し、予告期間が満了したとき

③入居者からの解約条項に基づき解約をおこなつたとき

事業主体から解約を求める場合
解約条項

①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手

段により入居したとき

②管理費その他の費用の支払いとヶ月以上遅滞する

とき
建物、付属設備又は敷地を故意又は重大な過失

評琴騨と毒褒盪録議融
｀

の規定に違反 したとき

量某余影丞客優議学皆響合侵蔵?窒摸乗り懸唇振
ばすと事業主体が判断するとき、但しご入居者の

行動が特定の病因等に基づくものであると事業主

擦筵福尼茎R写彊縄手久融整ミ衿洛展参量再奪厭
る場合等についてはこの限りではありませんD

解約予告期間 lヶ 月

入居者からの解約予告期間 lヶ 月

体験入居 あ り 内容 1泊 2日 (3食付)4,850円 (税込み)最長 1週間

入居定員 70人

その他

(身元引受兼連帯保証人等の条件、義務等)

身元引受兼連帯保証人を1人定めていただきます。

利用料の支払い等についてゴ入居者と連帯して責 l壬を負うものとします。

入居契約が解除された時にご入居者並びに所有する物品をお引き取りいただきます。



5職員体制
(職種別の職員数)

職員教 (実人数 )

常勤換算人数 兼務している職種名及び人数合計

管理者 1 1 1 生活相談員

生活相談員 1 1 1 管理者

直接処遇職員 29 23 6 26

25 22 3 23.5

4 1 3 2.5

機能訥1練指導員 1 1 1

計画作成担当者 1 1 1

栄養士

調理員

事務員 1 1 1

その他職員 3 3 3

1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間

(資格を有している介護職員の人数 )

合計
備 考

介護福祉士 15 14 1

介護職員初任者研修修了者 7 7

(資格を有している機能訓練指導員の人数 )

合計

看護師又は准看護師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

柔道整復師 1 1

あん摩マ ッサージ指圧師

は り自市

きゅう師



(夜勤を行う看護口介護職員等の人数 )

(特定施設入居者生活介護等の提供体制 )

(職員の状況 )

16時 00分～ 翌10時00分  )夜勤帯の設定時間 (

最少時人数 (宿直者・休憩者等を除く)平均人数

人人職 員

人23 人介護職員

人人生活相談員

人人

定施設入居 生活介護
の利用者に対する看護・

介護職員の割合

(一般型特定施設以外の

場合、本欄は省略)

契約上の職員配置比率 3:1以上

実際の配置比率

(記入同時点での利用者数 :常勤換算職員数 )

3 :1

外部サービス利用型特定施設であ

亀属楳覇☆衆覇字空を要鶏扁塁為
定施設以外の場合、本欄は省略 )

ホームの職員数 人

訪問介護事業所の名称

訪問看護事業所の名称

通所介護事業所の名称

あり  生活相談員他の職務との兼務

介護福祉士あ り 資格等の名称業務に係る

資格等

管理者

計画作成担当者機能訓練指導員生活相談員介護職員看護職員

非常勤常勤非常勤非常勤 常勤非常勤 常勤常勤常勤 非常勤

14 22前年度 1年間の

採用者数

231
の間年１

教
度
者
年
職
前
退

14311年未満

151年以上
3年未満

248年以上
5年未満

35年以上
10年未満

6 1

じ

務

に
従
の

人 し
た
経
験
年
数

に
応 10年以上

考

あ り従業者の l建康診断の実施状況



6利 用料金

(利用料金の支払い方法 )

(代表的な利用料金のプラン)

居住の権利形態 利用権方式

利用料金の支払い方式

月払い方式

選択方式の内容
※該当する方式を全て
選択

年齢に応 じた金額設定 な し

要介護状態に応 じた金額設定 な し

入院等による不在時における利用料
金 (月 払い)の取扱い

あ り

内容 :  家賃・管理費のみ、お支払いいただきます。

利用料金の改定

条件
目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指教及び人件
費等を勘案します。

手続き
運営懇談会の意見を聴いたうえで改定するものとします。ま
た、改定にあたっては入居者及び身元引受兼連帯保証人へ事前
に通知します。

プラン 1 プラン2

入居者の状況
要介護度 要支援・要介護

年齢 65歳以上

居室の状況

部屋タイプ 一般居室 l区 室

床面積 16.06～ 16.64ポ

トイレ あ り

洗面 あ り

浴室 な し

台所 な し

J又ネ内 な し

入居時′点でZ、要な費用

月額費用の合計

家賃

特定施設入居者生活介護※の費用

サ
|

ビ
ス

費
用

食費

介

護

保

険

外

管理費

状況把握及び生活キロ談サービス費

電気代

166,908円

76,000円

49,708円

41,200円

専用居室内の電気 f〔‖別途 山己負 ,1

備考 介護保険費用 1割、 2割又は 8割の利用者負担 (利用者の所得等に応 じて負担割合が変わ
る。)※介護予防・地域密着型の場合を含む。詳細は別添 3及び 4の とおりです。



(利用料金の算定根拠等 )

(特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠 )

(前払金の受領)※前払金を受領していない場合は省略

家賃 近隣相場による

敷金
家賃の ヶ月分

解約時の対応

前払金

食費 食材費ならびに調理委託会社への諸経費

管理費 共用施設等の維持管理費、事務・管理部門職員の人件費及び事務費

状況把握及び生活相談サービス費

電気代 居室内の電気代は別途使用料に応じた実費負担

介護保険外費用

利用者の個別的な選択によるサービ

ス利用料

別添 2

その他のサービス利用料

定施設入居者生活介護※に対する自己負担

定施設入居者生活介護※における人員配置が手厚い

含の介護サービス (上乗せサービス)

※ 介護予防 。地域密着型の場合を含むЭ

算定恨拠

想定居住期間 (償却年月数 )

償却の開始日

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額

(初期償却額)

初期償却額

返還金の算定方法
入居後 3月 以内の契約終了

入居後 3月 を超えた契約終了

前払金の保全先



7入居者の状況

(入居者の人数 )

年齢別

65歳未満 0人

65歳以上 75歳未満 1人

75歳以上 85歳未満 9人

85歳以上 57  人

要介護度別

自立 0人

要支援 1 3人

要支援 2 4人

要介護 1 10  人

要介護 2 14 人

要介護 8 17 人

要介護 4 15  人

要介護 5 4人

入居期間別

6か月未満 7人

6か月以上 1年未満 8人

1年以上 5年未満 43 人

5年以上 10年未満 6人

10年以上 15年未満 3人

15年以上 0人

喀痰吸引の必要な人/経管栄養の必要な人 人  /  0人
入居者数 67  ノ(

(入居者の属性 )

(前年度における退去者の状況 )

性帰町 男性 15人 女性 52人

男女比率 男性 22.4% 女性 77.6%

入居率 95.7% 平均年齢 90歳 平均介護度 2.56

退去先別の人数

自宅等 0人

社会福祉施設 4人

医療機関 7メ、

死亡者 人

その他 0人

生前解約の状況

施設側の申し出

0人

(解約事由の例 )

入居者側の申し出

ll人

(解約事由の例 )

継続的治療が必要なため、退院できない状況による



8苦 情・事故等に関する体制

(利用者からの苦情・虐待に対する窓口等の状況)

(サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 )

窓国の名称 (設置者 ) ①施設1階 事務室 ②株式会社スーノ
＼―・コ~卜 ③総合相談窓日

電話番号 / FAX
廻D072-873-4850
筵⊃06-6543-2291
《)0120-78-4850

廻D072-873-4860
値)06-6543-9007
定)06-6543-9009

対応 している時間

平 日 9:00 18:00

土曜 9:00 18:00

日曜・祝日 9:00 18:00

定休 日 な し

窓口の名称 (所在市町村 (保険者)) 大東市保健医療部介護保険

電話番号 / FAX 072-870-0475 ///    072-872-8080

対応 している時間 平 日 00 17:00

定休日 土 日祝祭 口

窓日の名称
(大阪府国民健康保険団体連合会)

大阪府国民健康保険□1/ヽ連合会 苦情相談窓甲

電話番号 / FAX 06-6949-5418 /

対応 している時間 平 日 9:00 17:00

定休日 土日祝祭 日

窓口の第称 (有料老人ホーム所管庁) 大阪府福祉部介護事業者課施設指導
グループ

電話番号 / FAX 06-6944-2675 ///    06-6944-6670

対応 している時間 平 日 9:00 18:00

定休 日 土日祝祭 日

窓国の名称
(サービス付き高齢者向け住宅所管庁)

電話番号 / FAX /

対応 している時間 平 日

定休 日

窓回の名称 (虐待の場合 ) 大東市保険医療部高齢支援課

電話番号 / FAX 072-870-9065 ///    072-872-8080

対応 している時間 平 日 9:00 17:00

定休 日 土 日祝祭 日

損害賠償責任保険の加入状況

加入先 三井住友海上火災保険株式会社

加入内容 福祉事業者総合賠償責 l毛保険

その他

賠償すべき事故が発生 したときの対応 事故対応
マニュアルによる対応

事故対応及びその予防のための指針 あ り



(利用者等の意見を把握する体制、第二者による評価の実施状況等 )

9入居希望者への事前の情報開示

利用者アンケー ト調査、意
見箱等利用者の意見等を把

握する取組の状況

あ り

ありの場合 意見箱の設置、運営怒談会前にアンケー トの実施

2021年3月 5日

あ り

開示の方法 運営懇談会で配布

第二者による評価の実施状
況

な し

ありの場合

実施 日

評価機関名称

結果の開示
開示の方法

入居契約書の雛形 入居希望者に公開

管理規程 入居希望者に公開

事業収支計画書 入居‐希望者に公開

財務諸表の要旨 入居希望者に公開

財務諸表の原本 入居希望者に公開



loその他

運営懇談会 あ り

ありの場合

開催頻度 年 2回

構成員
ご入居者代表・身元引受兼連帯保証人・施設関係者・民生

委員等

なしの場合の代替

措置の内容

重蛙童達仝修止虹 生Q≧皿空
状況

あ り

あ り 期

あ り 範

あ り 坤

期 鞭 卿
担 足

あ り

あ り 甥

あ り 惹期的な 修の室柿

あ り

い の

赳阻上a征と工≧埜艶h真笠とと仁_う こと

主≧笹住註画 ∝ 二上金上定
鵬

あ り 柳

あ り 鮭 二墾垂上る醤墾ゑ盤距輩担璽

あ り 勉

あ り 庁期的な 修の実柿

あ り 定期的な耐|1透望差垂廷

あ り 1        邑

綻携ホームヘの移行 な し
ありの場合の提携
ホーム名

・入居者の名簿及びサー ビスの暇博にお tす る 1回 人
′
隋報 に関する取り扱いに

基づく「医療・介護
のガイ ドライン」並

報の保護に関する定

ついては、個人情報の保護に関する法律及び同法に

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

び に 、 大阪府個人情報録護条例及恋市町村の個人情

・
自魯写gひ三魯悠迫畜蒸FF場竺薯花a2を要馨た2螢倉景童咎ダ籍疫

:島言三:そこ三|::争:]三警ぞ三£::言承蜃曇乙伝宮會3槽著夕
人情報の保護



緊急時等における対応方法

スーツヽ一 ヨー トでは l,そ 冊21Π手問のオンコール体hlを とつている ,

口中及び夜問、次の症状があった場合は担当の看穫耳厳員に花話連絡じ 楕′卜のモ)と 対応する
して と治1た と連絡をr又 り介。l,I競 民べ伝達する,

38度以 にのたな,lがみられるとき ,破素飽和度 (SP02)が 90台 以 ド
航症が平甘時よりも変コカがあった(Lが tSO以 1を もしくil tOO以 ド)
LF、■fが速い (頻 lF(100に ,/分以 L)主 たは延い (徐脈 tOに 1/分 以 ド)
I平吸l小 難、呼吸が異常に速い、顔色不R チアノーゼが出イ現している
意識 lttlL卜が想い(1=んやりして反応が思い ,ヽ つ 1)と 様子が注う 目がうつ́ろ)
転倒しておリ バイタルサインの異市 外傷 客術その他症状を伴うよ坊と令
HImと ゎ、ぁる('L血  ド血[ 外傷に上る多 I代の出市し 長時間に1に し′た`い場合)
嘔
'生
がある  誤飲 民食

'キ

  L冶 に な.螢イ肢lДからのli絡 の指示lttl容 に411・ る場合

よた 連絡を受けた看護職 !・1「 k必要に,よ

次のすと状のよ場合は緊急時として対,よ し Iド急に救急とBの娑計,をする,

激しい頭布 胸,r 腹FFの 」Fえ  脂汗をl‖ し` 身をよ )́て rじんでいる
'Fム
倒し汁折の雛いがある(lfみの訴えがlを し々い ゴl,け ない)
‐
lム倒で頭部をJ生く打った疑いがある  転倒後 ]Lき 気 嘔

'Lが
あった

'い
れん ひきつiナ  ]区 ,にが何度もある  111血 がひとい

呼
'メ

文が止
=っ
ている 干しそうにやっと呼

'′

女している  'F(が ら、れない
ま,粒が′卜`い(意識が臓臓として声をかIサないと l、 りこんでしよう)
その他 業す(心ルF停 になど)を感したり 急を】ムすると制‖F「 した場合

緊急時の状態縫察の仕方
t ・l屋の電気をつける
ゼ 対,よ した方はなら岩いてその方の状態をえる
3 バイタル ll定 (体 iR hW正  脈れi 験索飽れを度)
I 顔色 チアノーゼ (I,と f l「 )ヽのれlF
う ま,載レベルの確認の仕方
呼びかけに反応があるか?
I平吸はしているか?
lrみ の話えがあるか ?市みの場所Ikど こか?
視線が合うか?日 のltに は定 kぅ ているか ?
手を提つてもらい それに対してしつかりと反応があるか ユ`
るれつがしらない  麻れなどの布状はアょ`いか?

L記の症1たの場合は、人居七の家族にょ上絡する ,

連絡が取れない・́場合の連絡先及び井「応についても確認する
f門係行政庁へ殷告が必要な .汗故報告は速やかに猥告する ,

1許 ll二十べき問題がた′Lし た場合 速やかに対1よ十る,

大阪府福祉のまちづくり条例に
定める基準の適合性

適合
不適合の場合
の内容

大阪府有料老人ホーム設置運営
指導指針 「規模及び構造設備」
に合致 しない事項

な し

代替措置
等の内容

上記項目以外で合致しない事項 な し



(別添1)事業主体が大阪府で実施する他の介護サービス

<地域密着型サービス>

介護保険サービスの種類 事業所の名称 所在地

<居宅サービス>
コー ト門真

スーバー コー ト箕し■4ヽ
'f「

f

市西市3616 Xm‐ H岳 籠 1'オ lD

肝業,アl

訪問介護 あ り
■l,111介 護

`ド
業所

―バー J― 卜4中けとⅢl台 V中 1'十内!i31d03

中市新 Fl!お W「31'3 アネッタス「
11103

介護 ド業所

介護■業所

訪聞入浴介護 な し

1,‖,看護スラーン」シ

訪問看護 あ り

訪問リハどリテーシヨン な し

居宅療養管理指導 な し

通所介護 あ り

通所 リハビリテーシ ヨン な し

短期入所生活介護 な し

短期入所療養介護 な し

特定施設入居者生活介護 あ り

スー′― タート■●白■

福祉用具貸与 あ り
ス十六― コート塩白いH共■k所 市 ll IX西 本側1177

特定福祉用具販売 あ り

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あ り

夜間対応型訪問介護 な し

地域密着型通所介護 な し

認知症対応型通所介護 な し

小規模多機能型居宅介護 な し

認知症対応型共同生活介護 惹 し

地域 密着型特 定施設入 屠者 生 活 介護 な し

な し地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



看護小規模多機能型居宅介護 な し

居宅介護支援 あ り

<居宅介護予防サービス>

介護予防訪問入浴介護 な し
スーバー ●―卜〕(mi J、 fF原

介護予防訪問看護 あ り

オ )― ブ 市 Flを

介護予防訪問リハビリテーション な し

介護予防居宅療養管理指導 な し

介護予防通所 リハビリテーション な し

介護予防短期入所生活介護 な し

介護予防短期入所療養介護 な し

大|'央「1城点 II"軒 西!199d

介護予防特定施設入居者生活介護 あ り
市束淀川L入 道 朽1638

スー ′ヽ一 コー トlF ri鷺

介護予防福祉用具貸与 あ り
スーバー  コー ト術柏1用上

'tT業
所 大仮ィ市VttfIブ茸本側∫1-7-7

特定介 予防福祉用具販売 あ り

<地域密着型介護予防サービス>

介護予防認知症対応型通所介護 な し

介護予防小規模多機能型居宅介護 な し

介護予防認知症対応型共同生活介 な し

介護予防支援 な し

<介護保険施設 >

介護老人福祉施設 な し

介護老人保健施設 な し

介護療養型医療施設 な し

介護医 な し



(男囁添2) 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表

備 考

保険給付

保険給付

保険給付

保険給付

1回 /週並びに必要時 (保険給付に含みます )

1回 /週並びに必要時 (保険給付に含みます )

2回 /週並びにZヽ要時 (保険給付に含みます)

感染症等、食堂での接種が不可の場合 (保 F父給付に含みます)

事前にお問い合わせください

1回 /月  機会提供

1回 /週  臨時の買い物時 ネットスーパー利用

4,400円 /日寺間 介護保険関連の手続きは除く

実費 回/年 機会提供

随時 (保険給付に含みます)

之、要時 (保険給付に含みます)

必要時 (保険給付に含みます)

随時 (保険給付に含みます)

4,400円 /日寺間

4,400円 /R寺問

200円 /回

管理費に含みます

個別の利用料で実施するサービス

4,400円 /日寺間

管理費に含みます

実費

実費

11)り

あ り

あ り

あ り

あ り

μ〉り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

tナ〉り

あ り

な し

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

食事介助

排せつ介助 。おむつ交換

おむつ代

入浴 (一般浴)介助・清拭

特浴介助

身辺介助 (移動・着替え等)

機含嗣 1練

通院介助

口腔衛生管理

居室清掃

リネン交換

日常の洗濯

居室配膳・下膳

入居者♂)嗜好に応じた特別な食事

おやつ

理美容師による理美容サービス

買い物代行

役所手続代行

金銭・貯金管理

定期健康診断

健康相談

生活指導・栄養指導

服薬支援

生活リズム′)記録 (りF便・睡眠等)

移送サー ビス

入退院時の同行

入院中の洗濯物交換・買い物

入院中の見舞い訪問

介
護

サ
ー

ビ

ス

生

活

サ
|

ビ
ス

健
康
管
理
サ
ー

ビ

ス

入
退
院

の
サ
ー

ビ

ス

羮期深駆 こζ輝制£爛 諷鞘 堵靭 Iと熱 、
られた回数を超える知よ介護保麟サービ為
サービス利用の都度払いによる場合に応じて、1回 当たりの金額など単位を明確にして入力する。



(別添3)介護保険自己負担額 (自動計算 )

当施設の地域区分単価 選択→ 3級地 1068円

利用者負担額は、 1割を表示していますE但 し、法令で定める額以上の所得のある方は、 2割又は 3割負担とな
りますa

基本費用 1日 あた り (円 ) 30日 あた り (円 ) 備考

要介護度 単位数 利用料 和∫用者負担額 利用料 利用者負れをFt

要支援 1 183 1,954 196 58,633 5,864

要支援 2 313 3,342 335 100,285 10,029

要介護 1 542 5,788 579 173,656 17,366

要介護 2 609 6,504 651 195,123 19,513

要介護 3 679 7,251 726 217,551 21,756

要介護 4 744 7,945 795 238,377 23,838

要介護 5 813 8,682 869 260,485 26,049

1日 あた り (円 ) 30日 あた り (円 )

加算費用 算定の有無等 単位数 利用料 利用者 負十!額 利用料 利用任負担額 算定回数等

個別機能訓練加算 (1) あ り 12 128 13 3,844 385

個別機能訓練加算 (■ ) な し と月1こつき

夜間看護体制加算 (Ⅱ ) 9 96 10 2,883 289

魅≧医療機関連携加算 (1) 100 1,068 107 1月 1こつき

看取 り介護加算 (I)

72 768
タヒ亡日以前31日 以
上45日 以下 (最大

144 1,537 154
生
=‖
以 伺l14日 必 上

景火27

680 7,262 727
3日 倶 大2日 _F口二)

1,280 13,670 1,367 死亡 日

認知症専門ケア加算 な し

サービス提供体制強化加算 (皿 ) 6 64 1,922 193

介護職員処遇改善加算 (I) F● J与 ,力  ■定地 iえ ヽ君 卜t苦 ■

“

■れこⅢ l■ 歌 ,テビアtttr T=加 1,=眸
`.  1と

ヽ 1月 につき

入居継続支援加算 な し

身体拘束廃止未実施減算 な し

生活機能向上連携加算 な し 二月にて,き

若年性認知症入居者受入加算 あ り 120 1,281 129 38,448 3,845

口唯・キ養スク1'一ニシゲ加算 あ り 20 213 22 1国につき

退院・退所時連携加算 あ り 30 320 32 9,612 962

退去時情報連携カロ算 なと′ 1回 (こつき

ADL維 持等力日算 な し 1月 につき

科学的介護推進体制加算
'Dり

40 427 43 12,816 1,282 15!こつき

勒 中
(上|_ な し́ 1月 につき

(I) な し 1月 につき

な し
とl i【 )き (1'IJと唖
Ⅲ/っ ,lと朧をW睦ひ_

生産性向_上推進体制加算 な し 1月 につき



(別添4)介 護保
'A自

己負担額

C介護報酬額の自己負担整率表(介護保lⅢミ報酬領の 1客 ll、 2割 又は3割を負担していただきます。)

単位 介護管l制額/11
(1 割負担の場合) (2省1負 担の場今 )

要支援 1

要支援 2

要介護 I

要介護2

要介 f隻 3

慶介護4

ナス
F介
護5

llヽ 別機能訥十練加算 (1)

l「 別機能副1練加算 (1)

夜間看護体制加第 (1)

夜間看護体制力‖算 (m)

協力医療機 lttl連携 llll第 (I)

協力医療機関ょ止携ヴJ,第 (II)

看 lb〔 り介護加算 (1)

看取 り介護力‖算 (I)
(死 亡 口以前1口 以

'30日

以 ド)

看 取 り介 ,生氏加 鼻 (1)
(死亡‖以前2口 又Iよ J口 )_____
石収 リクド護力Π昇 (1'

(1ヒ 亡「1)

布 取 リシド tと別1年 (1'

`看

E立 り介 :り  人当り)
看取り介護力,第 (臣 )

看取 り介護加算 (班 )

(死 亡日以前li以 に30口 以 ド)

看 l'メ リケド護加耳 (II)
(′ブL亡 1以前?回 又は3m)

看取 り介Hぐ加算 (1)
(看 I伎 り介護 人

―
ヽり

'

認知症専門ケア加算 (1)

誌打症 専門ケアリJl第 (H)

サー ビス提供 l木 1門強化力H算 (「 )

サービス提D(レト制強十ヒカμ算 (■ )

サー ビス提 ,(体制強化力Π算 (m)

介護職 lt悸処遇改 μf'J′ l

(I)ヽ (Ⅳ )

人居継統支援加算 (I)

人炸1継統文援加算 tE)

身休拘束廃 ‖:木実施減算

生活磯能向 L連携加算 (T)

生活機能向 に連携加算 (Ⅲ )

告
`Fド
に誌打

"た

人居者受人加算

「 l′「
と・栄養スクリーニング独算

,ユt院 ・ tlヤ所時 11任携加算

二」と LJ坐ユ上⊥勇と

AIう I_莉化|キ等加算 (1)

Al)〔 維́ 持 等力‖算 (H〕

「 t学的介護 lll llF l′
l、制加算

とと市イ疵ェ上住墜 lk市 !を Jと

“

_二L

単 十志イ室二色上上挫と 二上i

哲 1些生些二 l(上 二生

生」 1コ イ:す生空慟Ш 生ニ ユニ_

it(f i‖ ■,I I

介護報干l

,ユ支,1 要介。)1 要介iに 4

r」 ,11「 !

(l Ⅲlの場合,

(2± 1の l′,合 )

(3年 1の場合 )

Iヶ月は30日 で計算しています



別表 (1)

サービス

サービス

サービス

【介護サービス】

介護サービス等の一覧表を参照して下さい。

要支援 1、 要支援2、 要介護 1、 要介護2、 要介護3、 要介護4、 要介護5

のそれぞれの段階で必要な介護予防日介護を行います。

ス

内容 料金項 目

8:00朝食

12:00昼食 月額利用料金に含む食事時間

18:00夕食

実費
慢性病のためには一時的に治療食の必要
な方には医師の指示を受けて治療食を提

供します。
治療費

無料居室での食事
病気等の理由で食堂で食事ができない場
合は、食事を居室までお届けします。下膳
サービスもいたします。

*斗造苫項 目 内容

日常生活におけるご入居者の心配事や悩
みなどについては、職員の生活相談員が
いつでも相談に応じます。たとえば食事、健

康面、趣味、人間関係等

無料生活相談・助言

米半当苫内容項 目

個別機能訓練加算機能回復訓練
ご入居者の方に、機能回復訓練サービスを

行います。

料金項 目 内容

無料フロント
来訪者の受付、取次ぎ、不在時の伝言郵
便物・新聞その他の配達物の受付・保管、
タクシー・ハイヤー等の配車依頼、その他

無料

ご入居者の日常生活に必要な業者 (クリー
ニング店、食料品店、生花店等)の紹介斡
旋

外部業者の取り扱い

有料

`買物 (近くの店での生活用品の購入 )

・役所手続き
日病院投薬受け取り

代行

無料ゴミ収集 ゴミは分別して屋外のゴミ集積場にだします



内部情報サービス

施設内で行われる諸サービスのスケジュー

ル、内容及び日常生活における諸連絡に
ついては掲示板等によりお知らせいたしま

す。

無料

葬儀関連
葬式H仏儀についてはご入居者、身元引受兼

連帯保証人との相談により、諸種便宜を計ら

います。

銀*斗

駐車場
ご入居者の駐車場は設置しません。外来

者用のみとします。
無料

月昭表(2)

理サービ

Ⅲ`ム
′rョ へ の サービ

(注 )医療費について

傷病により、治療および入院が必要な場合は、保険診療が適用されます。その場合の

一部自己負担金及び保険適用外のものについては、入居者の負担となります。

料金内容項 目

実費H定期健康診断 (年 2回 )定期健康診断

無料

B個人別健康管理

日看護職員による健康情報の継続的管理

※プライバシー保護のため保管を厳しくし

ています。

健康管理

無料

nご入居者の心身の悩みについては、それ

ぞれ専門の担当で相談に応じます。

・生活相談員による心のカウンセリングを

実施しています。

健康相談

無料ご入居者の慢性疾患については、その状

況に応じて個別に対応します。慢性疾患管理

料金内容項 目

病気または怪我により診断、治療が必要と

なつた場合、職員が次のサービスを提供し

ます。

①通院

通院可能な場合は、施設の協力医療機関
又は専門医を紹介する等いたします。

無料

②入院

入院治療が必要となつた場合、入居者の希

望により入居者のかかりつけの医師・病院
と連絡を行う等の必要な措置を講じます。

日常医療支援

無料

言て耳孫あ頂冶爾理駅なつた場合は、職員

がその知らせにより的確かつ迅速に応急

処置をします。また状況により医師と連絡

を取り提携医療機関等での救急治療ある

いは緊急入院が受け入れられるように計ら

います。

緊急対応時



月1:表 (3)

【連絡サービス】

項 目 内容 料金

緊急連絡と措置

容態の変化や事件 L事故などが発生した場
合には、直ちに身元引受兼連帯保証人等
に連絡等所要の措置をとらせていただきま
す。

無料

行政施策 E布1度

ご入居者の方のご意見に応じて、高齢者対
策など国や自治体関連諸制度、諸施策の
活用について、すみやかに掲示板に掲示
するなどしてお知らせしていきます。

無料

介護予防状況の報告
介護予防を要するご入居者の状況を、身元
引受兼連帯保証人に定期的にご報告させ
ていただきます。

無料

介護状況の報告
介護を要するご入居者の状況を、身元引受
兼連帯保証人に定期的にご報告させてい
ただきます。

無料



1ご入居までのプロセス
(1)お 問い合わせ/施設見学
◆ 本施設に関心がある方へは、お問い合わせいただくことにより、本施設よリパ

ンフレッ ト、料金表、その他の参考資料をお届けします。

事前にご予約いただくことにより、見学も随時受け付けます。

(2)施 設利用申込み書類のお渡 し
◆ 本施設のご利用を希望される方には、「爛スーパー・コー ト」より以下の利用申

込み関係書類をお渡 しし、作成をご依頼 します。

1) 「スーパー・コー ト」ご入居者アンケー ト兼連絡先一覧表 (心身の状況

2)

3)

の調査項 目を含みます )

健康診断書 (ス ーパー・コー トの所定様式 )

「スーパー・コー ト」重要事項説明圭

※ 8)に ついては「lttlス ーパー・コー ト」より直接ご説明させていただ

きます

(3)

◆

施設利用申込み/利用相談
ご入居者には、以下の利用申込み関係書類のご提出をお願いいた します。

⑤～①のご提出は、ご入居 日決定後で結構です。

☆ 健康診断について

・  本施設の協力医療機関またはご入居者の主治医にて健康診断を受診い

ただき、所定の健康診断書を作成 していただきます。

・  健康診断書作成に関する費用は、ご入居者にてご負担いただきます。

(4)ヒ アリング調査 (ご要望事項の確認 )
◆ 本施設 としてご入居者に対 しどのような介護をしていくのか、また必要な環境

整備等について、ご提出いただいた書類をもとに、確認 とご相談のため、お電

話または直接にご訪問させていただきます。

◆ ご訪問させていただく際には、日時、場所等を予めご相談させていただきます。

① 「スーパー・コート」ご入居者アンケート兼連絡先一
② 健康診断書 (ス ーパー・コー ト所定様式で lヶ 月以内のもの)

③ 公的介護保険アセスメン ト閲覧同意書 (介護認定審査の際に受けたア
セ

スメント結果を本施設での介護の参考にさせていただきます )

④ 診療情報提供書、看護サマリー (必要な方のみ)

覧表

⑤ 住民票 (ご入居者・身元引受兼連帯保証人・

入居者の年金の振込みのお知 らせ (公的年金受給額証明)、 または収入

明 (身元引受兼連帯保証人 )

入居者の公的医療保険被保険者証 (健康保険証 )

入居者の老人保健医療受給者証 (老人保険証 )

入居者の介護保険被保険者証 (介護 f呆険証 )

入居者の分護保険負担害1合証

の他、保険証・証明書・手帳等

※ 要介護認定の判定結果が表示 されているもの

ご

証

ご

ご

ご

ご

そ

⑥

　

⑦

③

⑨

⑩

⑪

各 1通 3ヶ 月以内のもの)



(5)

◆

(6)

◆

◆

◆

(7)

◆

ご入居の決定

施設利用申込みがなされた場合でも、ご入居をお断 りする場合があります。

ご入居のお部屋、改装等の決定

「
l抑 スーパー・コー ト」の担当者が、お部屋を決定し、必要であれば改装の手

配をいたします。但 し、バ リアフリー、手す り等、介護に必要な改装に限 りま

す。

改装の費用はご入居者の負担 となります。

改装の開始は利用契約書を取 り交わした後になります。

ヒア リング調査 (ご要望事項の確認)に基づく見積書の作成
ヒア リング調査、ご入居者 。身元引受兼連帯保証人のご希望をもとに、ご入居

者のご入居準備をいたします。

利用契約書の正式締結

施設利用契約手続きを行 うことになります。

正式な利用契約は、契約当事者が 「爛スーパー・コー ト」と介護付有料老人ホ

ーム スーパー・コー ト利用契約書を取 り交わすことによつて成立 します。ま
た、「l抑スーパー・コー ト」は利用契約書に付随するものとして、この重要事項

説明書も提示 し、詳細を説明 します。

ご入居を希望されるご本人及び身元引受兼連帯保証人の方から利用契約書ヘ

の署名 。押印をいただきます。尚、ご入居者ご本人が身体的事由等により署名

押印できない場合は、身元引受兼連帯保証人が代筆、代印できるものとします。

実際に利用を開始する日を決定していただきます。契約開始 日は利用料の入金

日とします。

契約開始 口までに、利用初月の共通費用を、お振 り込みいただきます。

利用契約書の正式締結がなされた場合でも、施設の入居に関する要件に基づき

ご入居をお断 りする場合があ ります。

ナ

◆

◆

8

◆

◆

　

　

◆

◆

〔 利用契約締結に必要なもの 】
【「腑スーパー・コート」が用意する書類】

① 「介護付有料老人ホームスーパー・コート」特定施設入居者生括介護重要事
項説明書

② 「介護付有料老人ホームスーパー・コートJ利用契約書
③ 「介護付有料老人ホームスーパー・コートJ管理規約
④ 預金口座振替依頼書 (利用料の口座引落とし申請書類)

⑤ 確認書類等

【ご入居者にご用意いただくもの】

① 印鑑 (身元引受兼連帯保証人は実印・印鑑証明書、各一通 8ヶ 月以内のもの)

② ご利用初月の共通費用
※ 契約開始日までに振り込み
③ 金融機関の届出印



介護保険
(1) 「要介護認定の更新」と援助
◆ 介護保険制度での要介護認定有効期間は、認定を受けた基準 日(申 請 日)から概ね

6ヶ月です。認定更新の手続きをしないと、有効期間が切れ、介護保険を使つた介護

サービス禾噂用ができなくなります。

◆ 要介護認定の更新手続きは、新規申請と同様、基本的にご入居者またはご家族にし

ていただきますが、ご要望があれば、代行ができる居宅介護支援事業者のご紹介を

含め、援助致します。

◆ 要介護認定の更新手続きは、有効期間満了日 60日 前から可能です。またご入居中

に、ご入居者の心身状況が変化した場合、60日 以前でも、更新手続き(要介護認定

の変更申請 )をすることができます。

※

　

　

　

※

要介護認定の有効期間は必ず しも 6ヶ 月とは限 りません。心身状況等によ り

異なる場合があります。必ず介護保険被保険者証にて確認をお願いします。

要介護認定は自動的に更新 されるものではありません。有効期間を確認、早

めに更新手続きを取られるよう、お願いします。

(2) 「要介護認定の更新」結果と介護費用
◆ 介護費用は要介護認定結果に対応 しています。
◆ 要介護認定結果が変更された場合、更新基準日 (以前の認定有効期間満了 日

の

翌 日)よ り介護費用も対応 して変更になります。

(3)介 護保険給付について
① 介護保険の保険給付の仕組み

a.介護保険は、介護サービスそのものの 「現物給付」の制度です。本施設で

は 「特定施設入居者生括介護」の介護サービスを提供 します。

b.介護保険ではサービス提供部分 (介護保険給付費)の原則 9割 (一定以上

の所得がある人は 8割 又は 7割 )が保険給付 されます

c.つ ま り、サー ビス提供費用 (介護保険給付費)の 1割 (一定の所得がある

人は 2割又は 3割 )は ご入居者の自己負担 となります。

② その他の留意事項

a.介護給付費の利用計算は 「日割 り」ベース

介護保険給付費は「口割 り」で計算されます。

「
lttlス ーパー・コー ト」はその月に利用 された 日数の日額積算で介護費

用を請求 します。「不在期間」は「外出初 日とホームに戻つた日を除いた

実質不在 日」を基準に計算 します。

Ex.10/25～ 10/80(5泊 6日 )の 間不在の場合
不在期間 (割 引算定基準):4口
上記不在期間については、介護費用の請求はあ りません。

b.基 本的に他の介護保険サー ビスは利用できない。
「特定施設入居者生活介護」のサー ビスを利用す ると、他

の居宅サー ビス

(ホ ームヘルプサービスやデイサー ビスなど)は重複 して利用することは

できなくな ります。



※ 以下のサービスは「区分支給限度額」管理の枠外になりますので、利
用することが可能です。

居宅療養管理指導

「特定施設入居者生活介護」適用の解除

介護保険で「要介護」の認定を受けられた方でも、ご入居後、身体状態の変化

(改善)により、要介護認定更新時に「自立」と判断される場合があります。

本施設では、「自立」と判断されると、更新基準 日(以前の要介護認定有効期間

満了日の翌 日)に遡って 14,300円 (日 、税込)の適応とさせていただきます。但

し、上記期間に関しては、介護給付費のご負担は発生いたしません。

(4)本 施設での介護給付費の扱い
◆ 介護保険指定事業者への介護給付費は、指定サー ビスごと定められた「介護給
付費単位数表」により算定されます。

認定区分 1日 あた りの
介護保険給付

単位

1月 あた りの
介護保険給付

単位

要支援 1 181単位 5,480単位

要支援 2 310単位 9,300単イ立

要介護 1 586単位 16,080単 位

要介護 2 602単位 18,060単 位

要介護 3 671単位 20,130単イ立

要介護 4 735単位 22,050単位

要介護 5 804単位 24,120単イ立

※ 1月 あたりの介護保険給付単位は 30日 として算出しています。

【要介護認定結果別利用料金】

地域 区分 (3級 地)の 定基準 (1点 =10,68円 )に 基づきます。
利用者負担額は 10%で計算 しています。一定以上所得者については 20%ま たは 30%と な
ります。

利用者負担額は 1円 未満を切 り上げて示 していますので、端数に多少のずれが生ずる場合
があります。
「介護職員処遇改善加算 I(82%)」 「介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ(12%)Jが 力日算され
ます。

C

※

※

　

※

※

認定区分 1月 あた りの
介護保険給付

単位 (a)

介護給付費 (b)

(a)± 10,68

利 用 者 負 担

額 (c)

(b)± loO/。

要支援 1 5,430単位 57,992円 5,800円

要支援 2 9,300増圭位 99,324円 9,933円

要介護 1 16,080塙謀位 171,734円 17,174円

要介護 2 18,060単位 192,880円 19,288円

要介護 3 20,130螂謀位 214,988円 21,499円

要介護 4 22,050靖離位 235,494円 23,550円

要介護 5 24,120塙離位 257,601円 25,761円



【算定要件を満たした場合の加算】

地域区分 (3級 地)の 算 基準 (1点 = 10_68円 )に 基づ きます。
一定以上所得者については 20°/。 または 30%と な利用者負担額は 10%で計算 しています。

ります。

※ 利用者負担額は 1円 未満を切 り上げて示 していますので、端数に多少のずれが生ず
る場合

があります。

※  「介護職員処遇改善加算 I(82%)」 「介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(12%)」

※

※

利 用 者 負 担

額 (g)

(e)+10%

介 護 給 付 費

(fl

(e)・
・10.68

1月 あた りの

介護保険給付

単位 (e)

1日 あた りの

介護保険給付

単位 (d)

加算

885円3,844円860単位12単位個別機能訓練加

算

321円3,204円300単位10単位夜問看護体制加

算

86円854円80単位一単位
医療機関連携加

算

円い単位80単位
看取り介護加算

(死亡日以前 4日

以上 30日 以下)

円‐単位680塙ま位
看取り介護加算

(死 亡日以前 2

日・3日 )

円‐単位1,280塙圭位看取り介護加算

(死亡日)

5,127円51,264円4,800と革布上‐単位看取り介護加算

577円5,767円540塙まれ拡18単位サービス提供体制

強化加算(1)イ

385円3,844円860単位12単位サービス提供l本制

強化加算(1)ロ

193円1,922円180単位6単位サービス提供体制

強化加算(Ⅱ )

193円1,922円180単位6単位サービス提供体制

強化加算(Ⅲ )

入居継続支援加

算

生活機能向上連

携加算

若年性認知症入

居受入加算

口腔衛生管理体

制加算

栄養スクリーニング

加算

962円9,612円900塙圭布上30単位退院・退所時連携

加算



<個別機能訓練加算 >

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し

て、ご入居者ごとに目標・実施方法・評価等を含む個別機能訓練計画 (特定施

設等サービス計画に記載 したものを含む)を作成 し、当該計画に基づき、計画

的に行 う個別機能訓練に係る加算

<夜間看護体制加算 >
「重度化対応指針」(別紙)を策定した上で看護職員が夜勤を行い、又は自宅で

のオンコールの 24時間連絡できる体制を確保 し、かつ必要に応 じて健康上の

管理を行 う体制を確保 していることに係る加算 (要介護 1～要介護 5が該当)
<医療機関連携加算 >
看護職員がご入居者の健康の状況を継続的に記録 し、主治医等に対 して月に 1

回以上情報提供を行 うことに係る加算

<サービス提供体制強化加算 >

重度化した場合でも、引き続きサービスを提供し続けるための手厚い介護体制を確

保した場合の加算

<認知症専門ケア加算 >

認知症高齢者の増加に対する評価や、積極的な受入れを促進する観点から、認知

症高齢者への対応に係る加算

<看取 り介護加算 >
特定施設入居者生活介護での看取りの対応を強化する観点から、看取り介護を行

つた場合の加算

<介護職員処遇改善加算 (I)>
介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的か

つ経過的な取り扱いとして、創設される加算

<介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅱ )>

介護人材確保のための取組をよリー層進め、経験・技能のある職員に重点化を

図 りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるための加算

<退院・退所時連携加算 >

医療提供施設を退院・退所して特定施設へ入居する方を受け入れた場合の加算

<生活機能向上連携加算 >
外部の ジハビジテーション専門職 と連携 した場合の加算

<若年性認知症入居者受入加算 >

若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービ

スを提供する場合の加算

<口 腔衛生管理体制加算 >



歯科医師、又は歯科医師からの指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対

する日腔ケアに係る助言、指導をした場合の加算

<栄養スクリーニング加算 >

介護職員で実施可能なスクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に

関わる情報を文書で共有した場合の加算



重度化した場合における対応および看取りに関する指針

1.急性期における医師や医療機関との連携体制
(1)スーパー・コートでは夜間 24時間のオンコール体制をとつています。夜間、
次の症状があつた場合は担当の看護職員に電話連絡し、指示のもと対応しま

す。  また、連絡を受けた看護職員は必要に応じて主治医と連絡を取り、
介護職員へ伝達します。

・  38度以上の発熱がみられる時
・  酸素飽和度 (SP02)が 90台以下
・  血圧が平常時よりも変動があつた(上が 180以上もしくは 100以下)
・  脈拍が速い (頻脈 100回/分以上)、 または遅い(徐脈 40回 /分以下)
・  呼吸困難、呼吸が異常に速い、顔色不良、チアノーゼが出現している
。 意識状態が悪い (ばんやりして反応が悪い。いつもと様子が違う。目がうつろ)
・  転倒しており、バイタルサインの異常。外傷・疼痛その他症状を伴う場合
・  出血がある(吐血、下血、外傷による多量の出血、長時間止血しない場合)
・  嘔吐がある 。誤飲・異食時 ・主治医・看護職員からの連絡の指示内容に準ず
る場合

(2)次の症状の場合は緊急時として対応し、早急に救急車の要請をします。

・  激しい頭痛・胸痛。腹痛を訴え、脂汗を流し、身をよって苦しんでいる
・  転倒し骨折の疑いがある(痛みの訴えが激しい、動けない)
・  転倒で頭部を強く打つた疑いがある
。 転倒後、吐き気、嘔吐があった
。 けいれん、ひきつけ、嘔吐が何度もある
。 出血がひどい
。 呼吸が止まつている、苦しそうにやつと呼吸している
・  脈がふれない
・  意識がない(意識が朦朧として声をかけないと眠りこんでしまう)
・  その他、異常(心肺停止など)を感じたり、急を要すると判断した場合



(3)緊急時の状態観察の仕方

1)部屋の電気をつける
2)対応した方は落ち着いてその方の状態を見る

3)バイタルの測定 (体温。血圧・脈拍。酸素飽和度 )
4)顔色・チアノーゼ (口 唇・爪)の有無
5)意識レベルの確認の仕方
・ 呼びかけに反応があるか ?

・ 呼吸はしているか?

・ 痛みの訴えがあるか ?痛みの場所はどこか?

・ 視線があうか?目 の焦点は定まっているか?
・ 手を握つてもらい、それに対してしつかりと反応があるか ?
・ ろれつが回らない。マヒ などの症状はないか?

(4)入院を伴う医療処置が必要とされる状態になった時には、速やかにご家族に

連絡を行います。

また、協力医療機関の医師により可能と判断された場合においては、スー
パ

ー・コートに居住した状態で協力医療機関の医師、またはその指示による看

護職員の対応により、医療処置を行います。

2.看取り介護について
(1)看取りの目的  (当施設の考え方 )

長期に渡る入居生活の過程で、将来的に死に至る可能性が予見される方に

対して、ご本人が人生の最期まで当施設で暮らすことを望み、願つている場

合において、その身体的
。精神的苦痛および苦悩を緩和し、その方の尊厳を

十分に配慮しながら穏やかで安らぎのある充実した日々を営めるよ)いを込

めた『看取り介護』を実践します。

(2)看取りの時期を迎えた状態とは

慢性疾患および老化等が進行することにより心身機能が衰弱し、一般に認め

られる医学的知見に基づき回復の見込みがないと医師から診断された状態

をいいます。

(3)看取り介護の開始時期について(開始期～終末期に至る過程)

① 老衰および体調不良等による状態の重篤化から、医師の診断により回復

の見込みがないと判断され、かつ、医療機関での治療の必要性が薄いと

判断された場合に開始となります。



医師から書面 (看取り介護に関する説明書)をもつて現在の本人の状態

について詳細に説明させていただきます。

② 入所時に一度は説明させていただきますが、再度のご確認のため、当施

設が必要と判断した際に、職員より『看取り介護に関する指針』を説明さ

せていただきます。

当施設における看取り介護に同意されるか否かのご判断をいただきます。

また、同意をされず医療機関等での治療等を希望される場合には、ご本

人およびご家族の希望に沿つた援助をさせていただきます。

③ 看取り介護を行うにあたり、終末期に向けての援助方針についてご本人

およびご家族の意思を確認させていただき、それに基づいて計画作成担

当者が『看取り介護計画書 (ターミナルプラン)』を作成します。

計画書の内容について、ご本人およびご家族に詳細に説明させていた

だきます。また、後の状況の変化等にも配慮しながら随時見直し、内容等

の変更が必要となつた場合には、その都度ご本人およびご家族の意思を

確認させていただきます。

④ 上記の計画書の内容に基づき医師および医療機関等との連携を図りな

がら看取り介護を行います。

⑤ ご本人への支援と並行してご家族には定期的にご本人の状態の報告お

よび説明、意思の確認をさせていただきます。

⑥ ご本人が終末期を迎えられ当施設において息を引き敗られた後におい

ては、医師による死亡確認後をさせていただきます。

必要に応じてご家族への支援を行います (遺留金品引き渡し、荷物の整

理、相談対応等)。

(4)看取り介護加算の要件 [特定施設入居者生活介護のみ]

・  夜間看護体制加算を算定していること
・  医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者であること

・  利用者又はその家族等の同意を得て、利用者の介護計画が作成されて
いること

・  医師、看護師、介護職員等が共同して利用者の状態又は家族の求めに

応じ随時、利用者又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行

われていること



実費負極
〈く実費負担の区分基準〉〉

◆  「実費」とは本施設の月額利用料に含まれておらず、かつ 「有料サービス」に

も含まれていない、ご入居者の個人的な費用です。

◆ 主に「生活費関係」については、月額利用料に含まれてお らず、個人での実費

負担にな ります。区分のおおまかな基準は以下のように設けます。

〈〈日常生活に関わる費用の実費負担区分表〉〉

月額利用料に

含まれないもの含まれるもの

◆ 電気 代 (各 室メーター検

針 )

◆ 日常生活に必要な諸費用
のうち、明らかに特定の個

人の消費・所有と認められ

るもの

◆ 個人の嗜好性が強いもの

◆ 退居時及び居室変更時の

クリーニング、小修理・取換

え等にかかる費用

◆ 特定の個人の介護費用

◆ 水道代・ガス代
◆ 日常生活に必要な諸費用
のうち、特 定の個 人の消

費・所有と認 められないも

の

◆ 入居者共通で必要とされる

諸費用

区分基準

分 類 内容・項 目
月額利用料に

含まれる 含まれない その他

介護

紙おむつ等の介護消耗品 ◎

ご希 望 によりまと

めて注 文 致 しま

す

個人のニーズに対応した介護機

器の購入
◎

食 事 ご飯茶碗 ◎

その他の食器 ◎

♭飲み、コーヒーカップ ◎

はし、スプーン、フォーク ◎

オサF泄 トイレットペーパー(居 室 内トイレ) ③

消臭剤 (居室内トイレ) ◎

生理用品 ③

入 浴 石鹸、シャンプー、リンス ◎

タオル ③

移 動
車椅子 ◎

お 体 にあつた機

器 をお持 ちいた

だくことが望 まし

いと思われます歩行補助器 ◎

洗面/脱衣 歯ブラシ、歯磨き ◎

ドライヤー ◎

体重計 ◎



衣 類 上 着 ◎

下着、靴下 ◎

洗 濯 洗剤 ◎

アイロン ◎

洗濯費用

' 通常 ◎

洗濯費用 :

・ 高価なもの
。 特別な処理がZ、 要なもの

◎

ドライクリーニング

身だしなみ 爪切り、耳掻き ◎

髭弟1り ◎

化粧品 ◎

就 寝 ベツド ◎

まくら ◎

布団 (上 下 ) ③

毛布 ◎

ベンドマット ◎

シーツ、リネン類

◎

リネン類のクリー
ニングは月額利

用料に含まれて

います

清 掃 掃除機 ◎

各種洗剤、雑巾、たわし ◎

医 療 往診時の医療費 ◎

通院時の医療費 ◎

入院時の医療費 ◎

救急箱 ◎

健康管理 血圧計 ◎

食事摂取量や排便回数のチェッ

ク
◎

その他 一 般

生活

ティッシュペーノミー ◎

ふきん ◎

かさ ◎

革lと ◎

家具、テレビなど ◎



有料サービス

◆ 以下につきましては、月額利用料に含まれない有料サー ビスとなります。

(1)通院等外出時の同行

(2)身体介助サー ビス

(3)生活活援助サービス

(4)買 い物

買い物の代行は、 1週 間に 1度所定の曜 日に行います。 1回
の貿い物につ

き 200円 の費用がかか ります (買 い物の量及び金額 とは比例
いた しませ

ん )。

欠食時の食費の精算
◆ 食事代については、以下の基準額を差 し引きいた します。

1日 3食・1人あたり差引額

朝食 :395円

昼食 :620円

夕食 :620円

1,685円 (消費税込 )

・  外泊 (入院)時は、翌々日より

・  契約解除時は契約終了 日の翌 日より

・  口単位での清算となります。
・  精算額は、1月 あたり食費月額を上限とします。

金額内容項 目

4,400円 /時間
(消費税込)1時間以上/所要時間通院等外出時の同行

役所手続き等代行

ｋ

①

②

③

④

⑤

⑥

鴨 1通院等の同行に引 て`はご家族でお願出 た`
します。

ご入居者ご本人のみのご利用に限ります。

訳 謡 ?鍬 柳 l引雰竪ピぎな電 伝詔 ます。

交通費が発生する場合は実費にてご負担いただきます。

な まり すを談 承イ 本目イま 可丹ヤ 的 要 望 個れま 個 人な含記上 |

項 目 内容 金額

排泄介助

入浴介助

食事介助 等
10分 以上/所要時間

1,100円 /10分
(消費税込)

金額内容項 目

3,300円 /時間
(消費税込)30分以上/所要時間

居室清掃

シー ツ交換

衣類洗濯 等
【その他】

1時間を超えると30分 650円 (消費税込)加算ごとに 1,



施設での生活に関して|

◆ 施設で生活するにあたつて、ご入居者/身元引受兼連帯保証人と以下の内容を

確認 しています。

(1)物 品管理

・  施設に持ち込まれる物品は、ご入居者ご本人の自己管理を原則 として

います。

・  高額の現金や宝飾品等の貴重品の持ち込みはお断 りしてお ります。

・  基本的に本施設内でのお酒類の飲酒はお断 りしてお ります。
・  また、火災・事故の危険がある物品の持ち込みはご遠慮ください。
Ex.石油/ガスス トーブ、ガスコンロ、ロウノク、線香等

(2)預 り金管理サービス

・  本施設では、医療費、クリーニング代、新聞購読費等、現金支出が必要

となることがあるため、「預 り金管理サービス」を提供 しています。

・  本施設でのご入居者の現金預か りは困難ですので、当サー ビスのご利

用をお勧めしています。 ご利用は無料ですので、ご希望の方は契約締

結時にお申し込み ください。

(3)夜間・緊急時・事故発生時の対応

本施設は 24時間の生活の場ですので、病気の急変、突発的な事故等、夜間

や緊急時の医療対応が必要な場合があります。

・  各居室内のベ ッ ドサイ ド及び共用 トイ レ等各所にナースコールを設置

し、ご入居者の安全確保のために、24時 間体制で緊急事態に対応する

体制をとつています。

・  夜勤帯は、常時規定の介護職員を配置、規定の居室巡回をお こな うと

共に、ナースコールに常時対応 します。

・  病状の急変等が生 じた際は、速やかにご入居者の主治医または協力医

療機関へ連絡を行 う等の必要な措置を講 じると共に、管理者に報告 し

ます。

・  介護 中に事故が発生 した場合、身元引受兼連帯保証人・市区町村へ連

絡すると共に、必要な措置を講 じます。

(4)居室利用の留意点

a.居室の転貸・譲渡の禁止
居室を第二者に転貸 した り、譲渡することはできません。

b.動物飼育の制限
居室、共用施設、敷地内で動物を飼育することは原則できません。



(5)個 人情報の保護

ご入居者の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律及び
「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取 り扱いのためのガイダン

ス並びにその他条例等を遵守 し、適切な取 り扱いに努めます。

また、介護サー ビスの提供以外の目的では原則的に利用 しないものとし、

外部へ情報提供する際は、必要に応 じてご入居者または身元引受兼連帯保

証人の了解を得るものとします。

(6)苦情対応

・  介護サービスの提供に係るご入居者及び身元引受兼連帯保証人からの

苦情に迅速、適切に対応するために必要な措置を講 じます。

・  介護サービスの提供に関 して、市区町村からの文書類の提出・提示の

求めや質問・照会・調査に応 じ、市区町村が行 う調査に協力するとと

もに、指導または助言を受けた場合は、それに従つて必要な改善を行

います。

・  提供 した介護サービスに係るご入居者及び身元引受兼連帯保証人から

の苦情に関して、国民健康保険団体連合会・都道府県・市区町村の調

査に協力するとともに、指導または助言を受けた場合は、それに従つ

て必要な改善を行います。

(7)虐待防止に関する事項

ご入居者の人権の擁護 。虐待の防止等のために、次の措置を講 じます⑤

a.虐待を防止するための本施設従業者に対する研修の実施

b。 ご入居者及び身元引受兼連帯保証人からの苦情処理体制の整備

c.そ の他、虐待防止のために必要な措置
本施設従業者または養護者 (ご入居者の家族等、ご入居者を現に養護する

者)に よる虐待を受けたと思われるご入居者を発見 した場合は、速やかに

これを市区町村に通報するものとします。

(8)緊 急やむを得ず身体拘束を行 う場合の事項

本施設では、ご入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体拘束は行いません。但 し、緊急やむを得ず身体拘束を行 う

場合は、その態様及び時間
。その際のご入居者の心身状況

。緊急やむを得

なかつた理由を記録 し、拘束解除 日より 5年 間保存 します。

身元引受兼連帯保証人か らの要求がある場合及び監督機 関等の指示があ

る場合には、これを開示 します。



事業者、入居者、その身元引受兼連帯保証人は本書に記名捺印のうえ、

甲B乙それぞれ本書各1通を保有します。

この重要事項説明書は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準(平成11年厚生省令第37号 )」第178条の規定に基づき説明しました。

20  年  月  日

事業者 (甲 ) 住所  大阪府大阪市 区 西本町 1丁 7番7号

株式会社スーパー Eコート

氏名  代表取締役 山本 晃嘉 Eロ

説明者 E「

この重要事項説明書は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 (平成11年厚生省令第37号 )」第178条の規定に基づき説明を受けました。

20  年  月  日

入居者 (乙 ) 住所

自署・自己判断不可の場合の代筆者

身元引受兼連帯保証人

住所

氏

)

氏名

裏面に割印の押印をお願いいたします





害IEロ

害lE口


